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処分第３号 

 

平成２９年度龍ケ崎市一般会計補正予算（第７号） 

 

平成２９年度龍ケ崎市の一般会計補正予算（第７号）は，次に定めると

ころによる。 

 

（歳入歳出予算の補正） 

第１条 既定の歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ75,686千円を減

額し，歳入歳出予算の総額をそれぞれ 24,954,882 千円とする。 

２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正

後の歳入歳出予算の金額は，「第１表 歳入歳出予算補正」による。 

（継続費の補正） 

第２条 既定の継続費の変更は，「第２表 継続費補正」による。 

（繰越明許費の補正） 

第３条 既定の繰越明許費の追加及び変更は，「第３表 繰越明許費補正」

による。 

（地方債の補正） 

第４条 既定の地方債の変更は,「第４表 地方債補正」による。 

 

この予算については，特に緊急を要するため市議会を招集する時間的 
余裕がないことが明らかであることから，地方自治法（昭和２２年法律第

６７号）第１７９条第１項の規定により，これを処分する。 
 

平成３０年３月２３日 

 

龍ケ崎市長 中 山 一 生 

1





　歳　入 (単位   千円)

14 国庫支出金 3,419,394 △15,399 3,403,995

1 国庫負担金 3,090,007 11,899 3,101,906

2 国庫補助金 306,006 △27,298 278,708

15 県支出金 1,679,349 6,771 1,686,120

1 県負担金 978,716 4,921 983,637

2 県補助金 521,530 1,850 523,380

18 繰入金 656,256 △80,000 576,256

2 基金繰入金 656,255 △80,000 576,255

19 繰越金 863,138 50,942 914,080

1 繰越金 863,138 50,942 914,080

21 市債 1,864,176 △38,000 1,826,176

1 市債 1,864,176 △38,000 1,826,176

25,030,568 △75,686 24,954,882

計

第　１　表　　歳　入　歳　出　予　算　補　正

款 項 補正前の額 補 正 額

 歳　　　　　　入　　　　　　合　　　　　　計 
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　歳　出 (単位   千円)

2 総務費 3,606,155 △59,247 3,546,908

1 総務管理費 3,037,117 △32,353 3,004,764

2 徴税費 311,180 △1,096 310,084

3 戸籍住民基本台帳費 143,797 △25,798 117,999

3 民生費 9,864,088 24,789 9,888,877

1 社会福祉費 4,139,630 △9,949 4,129,681

2 児童福祉費 4,134,448 34,738 4,169,186

4 衛生費 1,894,040 359 1,894,399

1 保健衛生費 781,842 359 782,201

6 農林水産業費 624,319 △635 623,684

1 農業費 619,292 △635 618,657

7 商工費 255,631 1,469 257,100

1 商工費 255,631 1,469 257,100

8 土木費 1,813,785 △31,760 1,782,025

2 道路橋梁費 664,249 △444 663,805

3 河川費 67,457 △922 66,535

4 都市計画費 737,153 △30,394 706,759

10 教育費 2,959,903 △10,661 2,949,242

5 社会教育費 423,938 △6,031 417,907

6 保健体育費 1,065,128 △4,630 1,060,498

25,030,568 △75,686 24,954,882

補 正 額 計款 項 補正前の額

 歳　　　　　　出　　　　　　合　　　　　　計 
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（変更) （単位  千円）

（追加） （単位  千円）

（変更) （単位  千円）

補　正　前

8 土木費

子育て支援施設管理運営
費

道路改良事業

項

2 児童福祉費

2 道路橋梁費

子育て支援施設管理運営
費

道路改良事業

16,357

38,800

13,524

18,496

金　額

3 民生費

56,400

補　正　後
款

事　業　名事　業　名 金　額

19,224

平成28年度 5,700

－ － 平成30年度 0

平成29年度 13,524 平成29年度8 土木費 4 都市計画費
新都市拠点開発
エリア事業化推
進業務委託費

19,224

平成28年度 5,700

補　正　後

総　額 年　度 年　割　額 総　額 年　度 年　割　額

第　２　表　　継　続　費　補　正

款 項 事　業　名
補　正　前

金　　額事　　業　　名

成人保健事業

第　３　表　　繰　越　明　許　費　補　正　

12,098

1,850

款

4 衛生費

項

6 農林水産業費

都市公園管理費

農業経営基盤強化促進対策事業

359

排水路整備事業

佐貫3号線整備事業

1 農業費

3 河川費

4 都市計画費

1 保健衛生費

8 土木費 2 道路橋梁費 市道第3-113号線整備事業 14,344

4,986

7,600

5,916
7 商工費 1 商工費

工業団地拡張事
業基本計画策定
業務委託費

8,316
平成29年度 2,400

2 総務費 1 総務管理費 庁舎管理費 4,146

9,785
平成29年度 3,869

平成30年度 5,916 平成30年度
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（変更） （単位  千円）

農業公園
施設整備
事業

排水路整
備事業

23,200

11,500

21,100

10,800

図書館施
設整備事
業

24,300 22,100

都市公園
整備事業

16,500

1,864,176

コミュニ
ティセン
ター整備
事業

16,100

第　４　表　　地　方　債　補　正

起債の
方　法

償還の方法
起債の
方  法

償還の
方　法

左
 
に
 
同
 
じ

計

起債の
目　的

補　　正　　前

利 率

庁舎施設
整備事業

限度額

46,100

1,826,176

普通
貸借

又は

証券
発行

左
 
に
 
同
 
じ

政府資金につい
てはその融資条件
により，銀行その
他の場合にはその
債権者と協定する
ものによる。

ただし，市財政
の都合により据置
期間及び償還期限
を短縮し，又は繰
上償還（金融機関
等 に 預 金 保 険 法
（昭和46年法律第
34号）第49条第2項
又は農水産業協同
組 合 貯 金 保 険 法
（昭和48年法律第
53号）第49条第2項
に定める保険事故
が生じた場合に，
債権との相殺によ
る 繰 上 償 還 を 含
む。）若しくは低
利に借換えするこ
とができる。

74,200 66,700

年 5.0%
以内（た
だし，利
率見直し
方式で借
り入れる
政府資金
及び地方
公共団体
金融機構
資金につ
いて，利
率の見直
しを行っ
た後にお
いては，
当該見直
し後の利
率）

補　　正　　後

限度額 利　率

71,200

左
 
に
 
同
 
じ
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12 13



14 15



16 17



18 19



20 21



22 23



 

 

 
処分第４号 

 

平成２９年度龍ケ崎市国民健康保険事業特別会計補正予算

（第５号） 

 

平成２９年度龍ケ崎市の国民健康保険事業特別会計補正予算（第５号）

は，次に定めるところによる。 

 

（歳入歳出予算の補正） 

第１条 既定の歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ29,680千円を減

額し，歳入歳出予算の総額をそれぞれ 8,960,073 千円とする。 

２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正

後の歳入歳出予算の金額は，「第１表 歳入歳出予算補正」による。 

 

この予算については，特に緊急を要するため市議会を招集する時間的 
余裕がないことが明らかであることから，地方自治法（昭和２２年法律第

６７号）第１７９条第１項の規定により，これを処分する。 
 

平成３０年３月２３日 

 

龍ケ崎市長 中 山 一 生 

1



　歳　入 (単位   千円)

4 国庫支出金 1,759,881 13,687 1,773,568

1 国庫負担金 1,405,789 △63,528 1,342,261

2 国庫補助金 354,092 77,215 431,307

7 県支出金 591,692 △64,744 526,948

2 県補助金 538,686 △64,744 473,942

8 共同事業交付金 1,641,147 35,390 1,676,537

1 共同事業交付金 1,641,147 35,390 1,676,537

10 繰入金 789,012 △14,013 774,999

1 一般会計繰入金 789,012 △14,013 774,999

8,989,753 △29,680 8,960,073

　歳　出 (単位   千円)

8 共同事業拠出金 1,875,052 △29,680 1,845,372

1 共同事業拠出金 1,875,052 △29,680 1,845,372

8,989,753 △29,680 8,960,073

補正前の額 補 正 額 計

 歳　　　　　　出　　　　　　合　　　　　　計 

計

第　１　表　　歳　入　歳　出　予　算　補　正

款 項 補正前の額 補 正 額

 歳　　　　　　入　　　　　　合　　　　　　計 

款 項
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3



4 5



6 7



 

 

 
処分第５号 

 

平成２９年度龍ケ崎市公共下水道事業特別会計補正予算（第

５号） 

 

平成２９年度龍ケ崎市の公共下水道事業特別会計補正予算（第５号）は，

次に定めるところによる。 

 

（歳入歳出予算の補正） 

第１条 既定の歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ 3,119 千円を減

額し，歳入歳出予算の総額をそれぞれ 2,281,517 千円とする。 

２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正

後の歳入歳出予算の金額は，「第１表 歳入歳出予算補正」による。 

（地方債の補正） 

第２条 既定の地方債の変更は,「第２表 地方債補正」による。 

 
この予算については，特に緊急を要するため市議会を招集する時間的 

余裕がないことが明らかであることから，地方自治法（昭和２２年法律第

６７号）第１７９条第１項の規定により，これを処分する。 
 

平成３０年３月２３日 

 

龍ケ崎市長 中 山 一 生 

1





　歳　入 (単位   千円)

2 使用料及び手数料 1,121,290 29,711 1,151,001

1 使用料 1,120,904 29,711 1,150,615

6 繰入金 410,982 △29,230 381,752

1 一般会計繰入金 410,982 △29,230 381,752

9 市債 567,700 △3,600 564,100

1 市債 567,700 △3,600 564,100

2,284,636 △3,119 2,281,517

　歳　出 (単位   千円)

1 下水道費 986,222 △3,119 983,103

2 下水道建設費 411,566 △3,119 408,447

2,284,636 △3,119 2,281,517

款 項 補正前の額 補 正 額

 歳　　　　　　入　　　　　　合　　　　　　計 

款 項 補正前の額 補 正 額 計

 歳　　　　　　出　　　　　　合　　　　　　計 

計

第　１　表　　歳　入　歳　出　予　算　補　正
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（変更） （単位  千円）

計 567,700

第　２　表　　地　方　債　補　正

起債の
目  的

補　　正　　前

利　率

補　　正　　後

左
　
に
　
同
　
じ

起債の
方  法

187,100

限度額

年5.0%
以内（た
だし，利
率見直し
方式で借
り入れる
政府資金
及び地方
公共団体
金融機構
資金につ
いて，利
率の見直
しを行っ
た後にお
いては，
当該見直
し後の利
率）

190,700

564,100

利 率

左
　
に
　
同
　
じ

左
　
に
　
同
　
じ

償還の方法
償還の
方　法

普通
貸借

又は

証券
発行

公共下水道
事業

限度額

政府資金につい
てはその融資条件
により，銀行その
他の場合にはその
債権者と協定する
ものによる。

ただし，市財政
の都合により据置
期間及び償還期限
を短縮し，又は繰
上償還（金融機関
等に預金保険法
（昭和46年法律第
34号）第49条第2
項又は農水産業協
同組合貯金保険法
（昭和48年法律第
53号）第49条第2
項に定める保険事
故が生じた場合
に，債権との相殺
による繰上償還を
含む。）若しくは
低利に借換えする
ことができる。

起債の
方　法
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10 11



 

 

 
処分第６号 

 

平成２９年度龍ケ崎市介護保険事業特別会計補正予算（第４

号） 

 

平成２９年度龍ケ崎市の介護保険事業特別会計補正予算（第４号）は，

次に定めるところによる。 

 

（歳入歳出予算の補正） 

第１条 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに

補正後の歳入歳出予算の金額は，「第１表 歳入歳出予算補正」による。 

 

この予算については，特に緊急を要するため市議会を招集する時間的 
余裕がないことが明らかであることから，地方自治法（昭和２２年法律第

６７号）第１７９条第１項の規定により，これを処分する。 
 

平成３０年３月２３日 

 

龍ケ崎市長 中 山 一 生 

1



　歳　入 (単位   千円)

3 国庫支出金 873,328 △845 872,483

1 国庫負担金 782,966 △845 782,121

5 県支出金 662,725 845 663,570

1 県負担金 641,811 845 642,656

4,821,315 0 4,821,315

　歳　出 (単位   千円)

2 保険給付費 4,384,752 0 4,384,752

1 介護サービス等諸費 3,914,697 23,000 3,937,697

2 介護予防サービス等諸費 152,766 △10,000 142,766

5 高額医療合算介護サービス等費 10,914 230 11,144

6 特定入所者介護サービス等費 200,711 △13,230 187,481

4,821,315 0 4,821,315

款 項 補正前の額 補 正 額

 歳　　　　　　入　　　　　　合　　　　　　計 

款 項 補正前の額 補 正 額 計

 歳　　　　　　出　　　　　　合　　　　　　計 

計

第　１　表　　歳　入　歳　出　予　算　補　正
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